
令和２年度第１回東大阪市みどりの基本計画審議会 

議  案  書  

日時  令和２年６月９日(火) 午前 10 時 

場所  東大阪市本庁舎  18 階 大会議室 



議案第１号 東大阪市みどりの基本計画の実施計画と目標値について（諮問）・・・Ｐ．１ 



東大阪市みどりの基本計画における実施計画と目標値について（諮問内容） 

① 実施計画について 

「①緑地をへらさない、②緑地をふやす、③緑地をいかす」に分類し、方針に基づく 

具体的事業と実施時期を記載し、集約した(別紙①) 

② 目標値について 

実施計画により、令和１２年度に達成すべき数値目標を以下の通り設定した。 

目標値①(施設緑地について) 

(今後の予測) 

民有地の緑地(都市農地)は、今後も同様に減少すると予測(▲２５ha) 

(施策の効果) 

都市公園の整備を始めとした公共工事を推進し、緑地を増やします。(１２ha) 

平成３０年度 令和１２年度(目標) 増減 

施設緑地(市街地) 約３４０ 約３２７ ▲１３ 

目標値②(地域制緑地について) 

(今後の予測) 

民有地の緑地(生産緑地地区)は、今後も同様に減少すると予測(▲１０ha) 

(施策の効果) 

新規事業を実施し、地域制緑地を確保します。(２３ha) 

平成３０年度 令和１２年度(目標) 増減 

地域制緑地(市街地) 約１９０ 約２０３ １３ 

上記の２つの目標を達成することにより、緑地の総量を現状の緑地面積以上とします。 

市街化区域において、約１０．６％に相当する緑地を確保します 

(参考：平成３０年度末 約１０．６％) 

平成３０年度 令和１２年度(目標) 増減 

緑地の総量(市街地) 約５３０ 約５３０ ０ 



都市公園 公園の活用
・Park-PFI制度の導入
・指定管理者制度の見直し

・都市公園管理事業 土木部

緑地を
ふやす

緑地を
いかす

生産緑地地区の指定 ・生産緑地地区の指定
・生産緑地制度の活用
・特定生産緑地制度の活用

都市計画室

保存樹・保存樹林の保全 ・指定した保存樹・保存樹林の保全に対する助成 ・保存樹・保存樹林助成制度による保全事業 土木部

法による
地域

保存樹・保存樹林の追加指定 ・保存樹・保存樹林の指定 ・保存樹・保存樹林指定事業 土木部

条例による
地域

民有地の緑地の保全
・緑化制度の設立
・緑化制度の活用
・民有地緑化の助成

・(仮称)東大阪市緑化条例の制定

・緑化条例に基づく指導

・接道緑化指導
・市民緑地制度の活用
・緑化地域の検討
・民有地緑化助成事業

土木部

生産緑地地区の保全 ・生産緑地地区の保全
・市内の地産地消の推進(農地の保全)
・農地等の適正な管理の推進

都市魅力産業スポーツ部

河川の保全 ・河川の保全 ・都市基盤河川改修事業 土木部

土木部

民間施設
緑地

農地の保全
・市内の地産地消の推進
・農地等の適正な管理の推進

・ファーム・マイレージ２運動
・都市農地の貸借制度の活用

都市魅力産業スポーツ部

特別緑地保全地区の保全
・特別緑地保全地区の保全活動
・特別緑地保全地区の保全に対する助成

・特別緑地保全地区保全活動事業
・特別緑地保全地区助成金交付事業

市民生活部・企画財政部
消防局・水道総務部
施設整備室・社会教育部

人権文化部
建築部・土木部
下水道部

児童遊園の保全
・定期的な児童遊園の安全点検
・市民と協働による児童遊園の維持

・児童遊園管理事業

史跡公園の保全 ・史跡公園の施設の維持管理 ・河内寺廃寺跡史跡公園維持管理事業

条例による
地域

民有地の緑化の推進

民間施設
緑地

農地の活用 ・福祉農園の貸し付け ・福祉農園運営事業 福祉部

植樹帯・街路樹・プランターの
整備

・都市計画事業に伴う植樹帯・街路樹の整備
・都市計画道路整備事業
・駅前等公共施設緑化事業

土木部

・緑化制度の設立
・緑化制度の活用
・民有地緑化の助成

・(仮称)東大阪市緑化条例の制定

・緑化条例に基づく指導

・接道緑化指導
・市民緑地制度の活用
・緑化地域の検討
・民有地緑化助成事業

土木部

公共施設
緑地

法による
地域

庁舎・学校等の公共空間の
緑地の整備

・庁舎等の公共空間の緑化の推進

・リージョンセンター整備事業

・旧上小阪東住宅建替事業

・(仮称)東大阪市営荒本住宅C棟建替工事

・(仮称)東大阪市営北蛇草住宅C棟建替工事

・駅前等公共施設緑化事業

市民生活部
建築部
土木部

土木部
都市計画室

土木部

都市公園

関連部局

都市公園 公園の保全 ・都市公園管理事業 土木部
・公園施設の更新
・定期的な公園の安全点検
・市民と協働による公園の維持

土木部

土木部

土木部

史跡公園の整備 ・史跡公園の整備 ・河内寺廃寺跡史跡公園整備事業

土木部児童遊園の整備 ・児童遊園の確保・整備 ・児童遊園整備事業

施策の方針 分類 分類ごとの取り組み 実施する取り組み 実施事業 実施期間

植栽帯・街路樹・プランターの
保全

・街路樹の維持管理
・枯死した街路樹の補植
・駅前や公共施設の緑地の維持管理
・みどりに関心のある市民の育成

・東大阪市内街路樹維持管理業務委託事業
・東大阪市内街路樹剪定業務委託事業
・街路樹枯死樹木補植工事
・花壇等維持管理業務
・緑化推進業務

公共施設
緑地

庁舎・学校等の公共空間の
緑地の保全

公園の整備

・都市計画公園の整備
・開発事業に伴う公園整備
・公園施設の長寿命化の取り組み
・都市計画公園の見直し

・都市計画整備事業
・その他の都市公園整備事業
・公園施設長寿命化計画事業
・都市計画公園の見直し事業

・庁舎・学校等公共空間の緑地の維持管理

・リージョンセンター維持管理事業
・庁舎等維持管理事業
・学校施設維持管理事業
・市営住宅管理事業
・花壇等維持管理事業
・緑化推進事業
・下水道ポンプ施設維持管理事業

風致地区の保全 ・風致地区の保全 ・風致地区制度の活用

緑地を
へらさない

緑地の保全及び緑化の推進における具体的な取り組み 
別紙① 


